
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE Japan Living Warranty Inc.

最終更新日：2018年3月30日
Ｍ－日本リビング保証

代表取締役社長 安達　慶高

問合せ先：03-6276-0387　コンプライアンス部　村儀

証券コード：7320

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は，常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・
公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガ
バナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。

a. 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。

b. 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。

c. 会社に関する情報を適切かつ積極的に開示し，ステークホルダーへの説明責任を果たすとともに，透明性を確保します。

d. 取締役会，監査役及び監査役会が経営監視監督機能を充分に果たせるよう，それぞれの役割・責務を明確化します。

e. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける５つの基本原則を全て実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

安達 慶高 283,500 19.52

荒川 拓也 252,000 17.35

竹林 俊介 252,000 17.35

愛田 司郎 168,000 11.57

森永 秀一 136,500 9.40

三井不動産レジデンシャル株式会社 76,000 5.23

吉川 淳史 63,000 4.34

北野木材株式会社 42,000 2.89

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 42,000 2.89

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 6 月

業種 その他金融業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 7 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

中川 藤雄 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

中川 藤雄 ○ ―――

弁護士として法務に関する専門的かつ広範な
知識及び豊富な経験を有しており、当社の経
営に対して中立的な立場からの助言・提言を受
けるために社外取締役として選任しておりま
す。また、同氏は過去に当社顧問弁護士事務
所に所属し、当社の担当弁護士ではありました
が、現在の所属弁護士事務所においては当社
との間には、人的関係、資本関係又は取引関
係、その他の利害関係はありません。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】



監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、三様監査の有効性と効率性の向上を図るため、それぞれの間で定期的な連絡会を開催して、監査計画・結果の報告、意見交換などの相
互連携の強化に努めています。具体的には、毎四半期決算の終了時に、監査役と内部監査担当、監査役と監査法人、監査法人と内部監査担
当、それぞれの間で意見交換会を実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

藤田　悟 他の会社の出身者

本多　正憲 他の会社の出身者

蝦名　卓 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

藤田　悟 ○ ―――

長きにわたり金融機関に在籍し、内部監査の
責任者を通じて培われた豊富な経験と高い見
識を有していることから社外監査役に選任して
おります。社外監査役藤田悟と当社との間に
は、人的関係、資本関係又は取引関係、その
他の利害関係はありません。なお、社外監査役
藤田悟は常勤監査役であります。

本多　正憲 ○ ―――

長きにわたり金融機関及びIT関連企業に在籍
し、日本アクチュアリー会の正会員の資格を有
していることから、そのIT及びリスク管理の専門
性を当社の監査に反映いただくため、社外監
査役に選任しております。社外監査役本多正
憲と当社との間には、人的関係、資本関係又
は取引関係、その他の利害関係はありませ
ん。



蝦名　卓 ○ ―――

公認会計士・税理士の資格を有しており、財務
及び会計に関する高い知見から、その専門性
を当社の監査に反映いただくため、社外監査
役に選任しております。社外監査役蝦名卓と当
社との間には、人的関係、資本関係又は取引
関係、その他の利害関係はありません。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充足する社外取締役1名、監査役3名を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

業績向上に対する意欲や士気の向上及び資本政策上の目的からストックオプション制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

業績向上に対する意欲や士気の向上及び資本政策上の目的からストックオプション制度を導入しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬額の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬は、役員の区分ごとに報
酬等の総額を開示する予定です。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役・社外監査役のサポートは管理グループが行っております。また、常勤監査役が非常勤監査役との間で適宜情報交換を行っておりま
す。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は監査役会設置会社であり、取締役の職務の執行を監査するため監査役３名（うち社外監査役３名）を選任しております。

取締役会は、取締役６名（うち１名社外取締役）で構成され、原則として月１回開催し、当社経営上の重要事項及びグループ経営上の重要事項に
関する意思決定を行うとともに、取締役の業務執行について相互牽制による監督を行っております。また、取締役会の意思決定機能と監督機能
の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。

経営の全般的執行についての方針、ならびに企画・立案・分析等を行う機関として、「経営執行委員会」があり、取締役及び執行役員全員により構
成されておりますが、必要に応じて、その他関係者の参加も認められております。「経営執行委員会」は、年度総合予算案等の審議機関としての
機能も有しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は上記のように監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役３名（うち１名は常勤）により構成されております。常勤監査役は取締役会
のほか経営執行委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査できる体制にあります。また内部監査人及び会計監査人との連携を



図りながら、独立した経営の監視・監督機能を担うことによって経営の公正性と透明性を確保しております。これにより適正なコーポレート・ガバナ
ンス機能が保たれるものと判断し、現体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 決算業務の早期化を図り、株主総会招集通知の早期発送に努めてまいります。

集中日を回避した株主総会の設定 株主総会の設定にあたっては、集中日を回避するよう留意いたしております。

電磁的方法による議決権の行使 今後検討すべき事項と考えております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

今後検討すべき事項と考えております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社のホームページのIRサイト内に掲載する予定です。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 定期的に開催する予定です。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

定期的に開催する予定です。 あり

IR資料のホームページ掲載 当社ホームページにIRサイトを設け掲載する予定です。

IRに関する部署（担当者）の設置 IRに関する担当部署は、財務部であります

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ディスクロージャーポリシーを作成のうえ、当社ホームページのIRサイト内に掲載する予定
です。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、次のとおり定めております。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　当社は、取締役会規程に基づき原則として毎月1回定時取締役会を開催し、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役間の意思疎通
を行い、法令及び定款に適合した体制を確保する。

②　当社は、取締役会の決議によりコンプライアンス規程の制定及びコンプライアンス統括部門の設置を行い、当社の法令等遵守体制を確保する
とともに、代表取締役社長が主催するコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守体制にかかる課題について協議を行う。

③　当社は、取締役会の決議により内部監査部門を設置し、内部管理体制の適正性を評価させ、報告を受けるとともに、改善に向けた提言及び
フォローアップを実施させる。

④　当社は、コンプライアンス違反行為の防止および早期発見による自浄機能の向上を目的として、社員が会社におけるコンプライアンス違反行
為の内容を会社に通報する内部通報制度を構築するため、内部通報規程を制定する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　①　当社は、取締役会の決議により文書管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る情報を、文書又は電磁的記録に記載又は記録して保存
し、管理するものとする。

　②　当社は、取締役会の決議により情報システム管理規程の制定及び情報システム管理部門の設置を行い、電磁的記録のデータ管理体制を
構築する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　①　当社は、取締役会の決議により、リスク管理規程の制定及びリスク管理統括部門の設置を行い、当社のリスク管理体制を確保するとともに、
代表取締役社長が主催するコンプライアンス委員会において当社のリスクにかかる課題について共有を行う。

　②　当社は、大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場合の対応のためにコンティンジェンシープランを制定し、緊急
事態対応体制を構築する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　①　当社は、執行役員制度を導入し、取締役及び執行役員で構成する経営執行委員会により取締役会の意思決定機能及び監視・監督機能の
強化を図る。

　②　当社は、原則として毎月1回定時取締役会を開催し、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適時適切に問題解決を行う。

　③　当社は、取締役会の決議により、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程を制定し、取締役、執行役員及び使用人の職務執
行について責任の範囲及び執行手続きを明確にし、効率的な意思決定を行う体制を確保する。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　①　当社は、当社及び子会社からなる企業集団（以下「当社グループ」という。）における業務の適正の確保のため、取締役会の決議により関係
会社管理規程を制定し、子会社の当社に対する事前協議体制及び報告体制を構築する。

　②　当社は、当社グループの役職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社に設置するコンプアイアンス委員会
に適時コンプライアンス上の課題等について報告を求め、情報交換を行う。

　③　当社は、子会社の損失の危険の管理のため、関係会社管理規程に基づき、子会社の損失の危険に関する状況の報告を定期的及び適時に
当社の関係会社管理部門に対して行うことを求め、必要に応じてコンプライアンス委員会で協議及び情報交換を行う。

　④　当社は、子会社の役職員等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役間の職務分担を明確にするよう指導する。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項

　①　当社は、監査役から求めがあったときは、監査役の職務を補助すべき使用人を置く。

　②　監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の職務を補助する範囲内において取締役の指揮命令系統から独立し、当該使用人の人事異
動及び人事評価については、監査役と事前に協議し、監査役の同意を得たうえで行う。

７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　①　取締役、執行役員及び使用人は、監査役から求められた場合には、遅滞なく業務の執行状況を報告する。

　②　当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、当社グループにおいて、「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項」、「経営に関する
重要な事項」、「重大な法令および定款に違反する行為」が発生したことを知ったときは、当社の監査役に適時かつ的確に報告する。

　③　監査役は、取締役会等の重要会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人から、重要事項の報告を受ける。

　④　当社は、監査役に報告したことを理由として、その報告者に対していかなる不利益な取扱いも行わない。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　①　当社は、監査役の求めに応じて、監査役と取締役、執行役員及び使用人との会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。

　②　当社は、監査役と内部監査部門との緊密な連携を可能とする体制を構築するとともに、監査役の求めに応じて内部監査部門が監査役に報
告する体制を構築する。

　③　当社は、監査役の請求に基づき、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還並びに債務に関する処理を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社では、反社会的勢力を社会から排除していくことは、社会の秩序や安全を確保する上で極めて重要な課題であり、反社会的勢力との関係を
遮断するための取組みを推進していくことは、企業にとって社会的責任を果たす観点から必要かつ重要なことであると考えております。この基本的
な考え方のもと、当社自身や役員及び従業員のみならず、利用者等の様々なステークホルダーが被害を受けることを防止するため、反社会的勢
力を各種取引から排除するために必要となる事項について、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力に対する対応マニュアル」を制定し、
同規程及びマニュアルに基づき、業務を運営しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社では、各部門において重要事実等の適時開示が求められる内容が発生した場合、適時開示責任者である取締役（管理グループ管掌役員）
に情報が集約される体制をとっております。

適時開示責任者は、社内の関係者と協議し、また、必要に応じて外部機関や専門家に事前に相談し、株式会社東京証券取引所の定める適時開
示規則に即し、適時開示の判断を致します。

適時開示が必要との判断がなされた場合には、株式会社東京証券取引所の提供するTDnetシステムに登録するとともに、自社ホームページ内の
IRサイトにおいて同一情報を掲載する等、迅速かつ公平な情報開示に努めて参ります。


